
高 齢 運 転 者 対 策 の 強 化 を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 

平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 、 横 浜 市 港 南 区 の 通 学 路 に お い て 、 高 齢 者 が 運 転 す る

軽 ト ラ ッ ク が 集 団 登 校 中 の 児 童 の 列 に 突 っ 込 み 、 児 童 の と う と い 命 が 奪 わ れ る と

い う 大 変 痛 ま し い 事 故 が 発 生 し た 。  

今 回 の 事 故 は 高 齢 運 転 者 の 運 転 に 原 因 が あ る と 思 わ れ る が 、 全 国 各 地 に お い て

も 高 齢 運 転 者 に よ る 交 通 事 故 が 多 発 し て お り 、 高 齢 運 転 者 の 交 通 事 故 対 策 が 喫 緊

の 課 題 と な っ て い る 。  

事 故 が 起 こ っ た 通 学 路 で は 、 こ れ ま で も 地 域 の 方 々 に よ る 登 下 校 時 の 見 守 り 活

動 、 ス ク ー ル ゾ ー ン や グ リ ー ン ベ ル ト の 路 面 標 示 に よ る ス ピ ー ド 抑 制 及 び 注 意 喚

起 を 行 っ て い た 。  

ま た 、 来 年 ３ 月 に は 改 正 道 路 交 通 法 が 施 行 さ れ 、 高 齢 運 転 者 に 対 す る 免 許 制 度

が 変 わ り 、 効 果 が 上 が る こ と を 期 待 し て い る が 、 そ の 効 果 に つ い て は し っ か り と

検 証 す べ き で あ る 。  

さ ら に 、未 来 を 担 う 子 供 た ち が 安 全 安 心 に 通 学 で き る 環 境 を 整 え る た め 、学 校 、

地 域 、 行 政 な ど 社 会 全 体 が 一 丸 と な っ て 対 策 を 図 る 必 要 が あ る 。  

よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 高 齢 者 が 運 転 せ ず と も 安 心 し て 生 活 で き る 環 境 づ く

り や 、 高 齢 運 転 者 の 免 許 制 度 を 含 め た 高 齢 運 転 者 対 策 等 を 総 合 的 に 講 ず る よ う 強

く 要 望 す る 。  

こ こ に 横 浜 市 会 は 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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